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個人情報ファイル簿（単票）                【課名・係名】福祉課・地域福祉係 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者台帳 

行政機関等の名称 高畠町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 災害時の避難支援情報として利用 

記録項目 

1.氏名 2.住所 3.生年月日 4.年齢 5.家の構造 6.同居

人数 7.介護度 8.各障がい者手帳の有無 9.難病名 10.配

慮項目 11.緊急連絡先(氏名、関係、住所、電話番号) 12.災

害時支援者(氏名、住所) 13.自治会 14.病院、利用事業所名 

15.民生委員(氏名、住所) 

記録範囲 

①75 歳以上の一人暮らしの高齢者の方②75 歳以上の高齢者の

みの世帯の方③要介護認定 3～5 を受けている方④身体障害者

手帳 1,2 級の第 1種をお持ちの方（内部障害のみの方は除く）

⑤療育手帳Ａをお持ちの方⑥精神障害者保健福祉手帳 1,2級を

お持ちの方⑦難病患者の方で申し出のあった方⑧本人から申

し出のあった方や、民生委員・児童委員が支援が必要と判断し

た方など、自力での避難が困難で支援を希望する方 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
自治会・自主防災組織、民生委員・児童委員、地域の支援者、

消防署、警察署、社会福祉協議会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）高畠町福祉課 

（所在地）〒992-0392 高畠町大字高畠４３６番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
─ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

行政機関等匿名加工情報の概要 (実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
(実施なし) 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
(実施なし) 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 
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備考 
 

作成日（最終修正日）：令和６年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                【課名・係名】福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 介護認定ＲＪシステム（認定事務） 

行政機関等の名称 高畠町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険要介護・要支援認定事務を行うため 

記録項目 

１．認定申請情報（申請者氏名、申請者住所、被保険者カナ氏

名、被保険者氏名、被保険者住所、個人番号、生年月日、性別、

前回認定情報、主治医）、２．認定情報、３．調査票特記事項、

４．主治医意見書、５．認定結果 

記録範囲 
65 歳以上の要介護及び要支援認定申請者、40 歳以上 64 歳以下

の方に定める特定疾病を持つ要介護及び要支援認定申請者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、主治医、その他認定関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 高畠町介護認定審査会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）高畠町福祉課 

（所在地）〒992-0392 高畠町大字高畠４３６番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）                【課名・係名】福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 介護保険システム（給付事務） 

行政機関等の名称 高畠町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険の資格管理及び給付を行うため 

記録項目 

１．資格情報（被保険者カナ氏名、被保険者氏名、被保険者住

所、個人番号、生年月日、性別）２．認定情報、３．適用除外

者情報、４．受給減免情報、５．介護給付実績情報、６．高額

費給付情報、７．償還払給付情報 

記録範囲 

65 歳以上の被保険者、40歳以上 64歳以下の方に定める特定疾

病を持つ要介護及び要支援認定者、町内に住所のある他市町村

被保険者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 山形県国民健康保険連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）高畠町福祉課 

（所在地）〒992-0392 高畠町大字高畠４３６番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年４月１日 
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高畠町個人情報ファイル簿（単票）           【課名・係名】福祉課・高齢者支援係 

個人情報ファイルの名称 老人福祉相談員訪問対象者リスト 

行政機関等の名称 高畠町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 老人福祉相談員の訪問が必要な世帯把握のため 

記録項目 

1 地区コード、2 隣組、3行政区、4氏名、5 年齢、6性別、7 住

所 

記録範囲 住民基本台帳上の単身高齢者及び高齢者夫婦世帯 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム（住民情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 老人福祉相談員 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）高畠町福祉課 

（所在地）〒992-0392 高畠町大字高畠３７９－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年４月１日 
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畠町個人情報ファイル簿（単票）           【課名・係名】福祉課・高齢者支援係 

個人情報ファイルの名称 デマンド交通利用実績表 

行政機関等の名称 高畠町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 毎月のデマンド交通の利用実績把握のため 

記録項目 

1 利用者 ID、2 乗車日、3 乗車時刻、4 乗車車両、5 氏名、6 電

話番号、7 性別、8 生年月日、9 年齢、10 住所、11 乗車場所、

12 降車場所、13利用料金  

記録範囲 デマンド交通を利用した者 

記録情報の収集方法 本人による申込み 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）高畠町福祉課 

（所在地）〒992-0392 高畠町大字高畠３７９－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）              【課名・係名】福祉課・地域包括ケア係 

個人情報ファイルの名称 
地域包括支援センターシステム（総合相談支援業務・権利擁護

業務・介護予防ケアマネジメント） 

行政機関等の名称 高畠町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
地域包括支援センター業務のうち、総合相談支援業務・権利擁

護業務・介護予防ケアマネジメントを行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６家族構

成、７介護保険認定情報、８相談票、９高齢者虐待情報、１０

介護予防ケアマネジメント情報 

記録範囲 総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメント対象者 

記録情報の収集方法 本人、関係者、担当者（居宅介護支援事業所） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 国保連合会（介護予防マネジメントにおける給付管理のみ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）高畠町福祉課 

（所在地）〒992-0351 高畠町大字高畠３７９－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令６年４月１日 


